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京で開催／平成３０年度予算「中小企業連携組織対策推進事業」公募中／平成３０年度予算

「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」／平成２９年度補正「ものづくり補

助金」公募開始／ＥＰＡ、ＴＰＰの動向／特許公開情報 

 

 

※「諸外国・地域における放射線検査実施状況等（鉱工業品分野）」は２０１６年６月号の５月３１日付けデータ 

を参照ください。 

綿 ス フ 
織物情報 

２０１８年(平成３０年)  ３月号  Ｖｏｌ．１８２４ 

 

 

 

発行所： 一般財団法人 日本綿スフ機業同交会 

東京都港区西麻布 1-8-7 綿工連会館 2F 

TEL(03)3403-9671 FAX(03)3403-9679 

URL : http://www.jcwa-net.jp/ 

 

 

 

 

 

 

●テキスタイル展示会「ミラノウニカ２０１９ＳＳ」開催 

２月６～８日、イタリアミラノにおいて「ミラノウニカ２０１９ＳＳ」が開催され、日本ファッション 

ウィーク推進機構の“The Japan Observatory”ブースに綿工連傘下から古橋織布有限会社（遠

州）、有限会社福田織物（天龍社）、滋賀麻工業株式会社（滋賀）の３社が出展した。 

また、翌週１３～１５日のフランスパリにおいて開催された「プルミエールヴィジョン」には株式会

社ショーワ（岡山）、クロキ株式会社（備中）、日本綿布株式会社（備中）の３社が出展した。 

 

●綿工連傘下３産地が「産地素材展」を東京で開催 

２月１５～１６日、東京“ふくい南青山２９１”において、高島織物工業協同組合の「第３２回ビワ

タカシマ２０１９春夏素材展」が開催された。（大阪展は１月２５日～２６日）。 

翌週２２日～２３日には文化ファッションインキュベーションにおいて、遠州織物コレクションが

開催された。 

また、北播磨地場産業開発機構主催の「播州織総合素材展２０１８」は３月７日～８日、文化

ファッションインキュベーションにおいて開催。 

 
●平成３０年度予算「中小企業連携組織対策推進事業」公募中 

「中小企業連携組織対策推進事業」(中小企業活路開拓調査・実現化事業)」は、中小企業が

単独では解決することが難しい問題に対して、中小企業組合等で連携して取り組む事業に係わ

る調査やその実現化について支援を行うもの。本事業は、全国中小企業団体中央会（全国中央

主 な 内 容 
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会）が国から補助を受けて実施する。現在第２次募集が行われている。 

〇支援対象者： 中小企業組合 (事業協同組合、企業組合等)、一般社団法人、任意グルー

プ等。 

〇補助率： 補助対象経費の６/１０以内 

〇事業の種類と補助金額： 

 （１）中小企業組合等活路開拓事業 

    Ａ型： 上限額２０，０００千円（下限額１，０００千円） 

    Ｂ型： 上限額１１，５８８千円（下限額１，０００千円） 

    展示会等出展・開催事業： 上限額５，０００千円 

 （２）組合等情報ネットワークシステム等開発事業 

    Ａ型： 上限額２０，０００千円（下限額１，０００千円） 

    Ｂ型： 上限額１１，５８８千円（下限額１，０００千円） 

 （３）連合会（全国組合）等研修事業 

    上限額２，１００千円 

注： Ａ型は、事業終了後３年間以内に組合等又は組合員等の「売上高が１０％以上増加

することが見込まれる」又は「コストが１０％以上削減されることが見込まれる」事業に限

る。  

   ※事業の種類毎に要件が異なる。詳細は、以下の募集要領等を参照。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/170713shitaukekiban3.pdf 

〇公募期間 

平成３０年１月１０日(水)～平成３０年６月４日(月)【消印有効】 

第一次募集  すでに募集終了 

第二次募集  平成３０年２月１３日（火）～平成３０年４月９日（月）消印有効 

第三次募集  平成３０年４月１０日（火）～平成３０年６月４日（月）消印有効 

※公募期間ごとに、審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となる。 
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●平成３０年度予算「下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金」 
１．下請中小企業自立化基盤構築事業 

この事業は、２者以上の特定下請事業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用し

て、新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引などを開始または

拡大すること。さらに、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において、特定下請取引

の依存の状態の改善を図る取組を支援することにより、下請中小企業の振興と経営の安定に

寄与することを目的としている。 

  この事業の応募対象事業は、「下請中小企業振興法第８条」に基づく、特定下請連携事業

計画の認定を受けた連携参加者が、法認定計画に従って行う事業である。 

 ※法の認定申請については各経済産業局にて相談を受け付けている。 

【公募期間】 

平成３０年２月１６日(金)～平成３０年４月２６日(木)（１７時必着） 

【補助率等】 

 ・補助対象経費の２/３以内 

 ・補助限度額：認定事業計画１件あたり２，０００万円 

 ・交付決定下限額：１００万円 

【特定下請連携事業計画の概要】 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/18021603.pdf 

【募集要項】 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekiban1.pdf 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/18021603.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2013/18021603.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekiban1.pdf
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２． 下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業   

この事業は、親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、または閉鎖・縮小が予定されている

影響により売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために実施す

る事業の費用を一部補助することにより、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の振興

と経営の安定に寄与することを目的としている。 

当事業は、下請中小企業振興法に規定する下請事業者又はその共同体(任意グループ、事

業協同組合)であって、①売上減少要件、②新分野進出要件を満たすものを対象とする。  

 ※①、②の要件については下記募集要項を参照 

【募集期間】 

平成３０年２月１６日(金)～平成３０年４月２６日(木)（１７時必着） 

【補助率等】 

・補助対象経費の２／３以内 

・補助限度額 ： １００万円から５００万円 

 

【事業概要等】                             
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekaitaku.htm 

【募集要項】 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekaitaku1.pdf 

                            （中小企業庁ＨＰ） 
 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2018/180216shitaukekaitaku1.pdf
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●平成２９年度補正「ものづくり補助金」公募開始 

平成２９年度補正予算の「ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業）」

の公募が開始されている。 

この事業は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、日

本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービ

ス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援するもの。 

１． 対象要件 

認定支援機関の全面的なバックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開

発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率

１％の向上を達成できる計画であること。 

２． 公募期間 

平成３０年２月２８日（水）から４月２７日（金）〔当日消印有効〕 

３． 補助上限額 

〇一般型：１，０００万円（補助率１/２） 

中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改

善必要な設備投資等を支援 

  〇小規模型：５００万円（小規模事業者２/３・その他１/２） 

   小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産

性プロセスの改善を支援 

※一般型、小規模型共通で、生産性向上に資する専門家を活用する場合は補助上限額

を３０万円アップ 

４． 公募要領 

   応募申請の際は、全国中小企業団体中央会および提出先の各地域事務局(都道府県中

小企業団体中央会)が発行する公募要領（様式）を使用すること。 

（参考版） http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.pdf 
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ＥＰＡ（経済連携協定）、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向   

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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●ＴＰＰ１２の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＰＰ内閣官房政府対策本部「ＴＰＰとは」 

 

●TPP をめぐる動き 

ＴＰＰ参加１１カ国（オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、メキシコ、マレーシア、ニュー

ジーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム）は、３月８日にチリのサンティアゴで協定に署名す

る予定であるが、２月２１日、ＴＰＰ１１協定条文が寄託国であるニュージーランド外務貿易省のホ

ームページで公表された。この案文において、市場開放を維持し、貿易を拡大、新たな経済的

機会を創出することに貢献する「包括的および先進的環太平洋連携協定（ＣＰＴＰＰ）」を迅速に

実現することで合意しているとしている。 この案文の暫定和訳はＴＰＰ等政府対策本部のウェブ

サイトに掲載されている。 

https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaties/cptpp 

（ニュージーランド政府ＨＰ） 

           https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_text_en.html#TPP11 

                             （ＴＰＰ等政府対策本部） 

 

 

https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/who-we-are/treaties/cptpp
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_text_en.html#TPP11
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●ＴＰＰ交渉の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＰＰ協定は２０１６年２月に署名されたが、昨年１月の米国の離脱表明を受け、１１か

国によるＴＰＰ早期発効を目指して検討を進めてきた。 

・将来の米国復帰の可能性を念等に置きつつ早期発効の方策につき、１１月のＡＰE

Ｃ首脳会合で選択肢を提示すべく議論を加速。 

・我が国は、箱根会合を主催する等、各国と緊密に連携しつつ、スピード感をもって議

論を主導。 
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２０１５年１０月５日に大筋合意したＴＰＰ１２協定の工業製品（繊維分野を含む）の概要  

（１）市場アクセス（関税撤廃） 
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（２）繊維分野についての各国の関税撤廃（譲許）について 

①日本（上表に示すとおり） 

品目 譲許内容 基準税率 

繊維・繊維製品ほぼ全て 即時撤廃 
生地：１.９～１４.２％ 

衣類：４.４～１３.４％ 

一部の衣類（（化合繊製オーバーコート等） １１年目撤廃 ７.４～１２.８％ 

 

②米国（離脱） 

 

③カナダ 

 

 

④ニュージーランド 
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⑤オーストラリア 

 

 

⑥ベトナム 

 

 

（３）繊維分野の原産地規則 

①複数の締約国において加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制

度。 

②繊維及び繊維製品の原産地規則は、「紡ぐ」、「織る」、「縫製」という３つの工程を原則

ＴＰＰ締約国内において行わなければならない「ヤーンフォワード･ルール」。 

ただし、綿糸（ＨＳ５２.０４－５２.０７）、合繊長繊維糸（ＨＳ５４.０１－５４.０６）、化合繊紡績

糸（ＨＳ５５.０８－５５.１１）、ニット生地（ＨＳ６０類）については、締約国内での「綿花」、

「化合繊短繊維」を使用する「ファイバーフォワード・ルール」。 

③ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品」（ショートサプライ・リスト

（ＳＳＬ））に掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地）

については、例外的に域外から調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品と

して認めている。 

（注）衣類を輸出する場合であって、使用する糸がＳＳＬに掲載されている場合、織る、

縫製の２工程を域内ですればよく、また、生地がＳＳＬに掲載されている場合、縫製の１

工程のみを域内ですればよいことになる。 

④６１類及び６２類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類を決定する構成部

分（表側の生地に占める面積が最も大きい部分）で関税分類番号の変更を満たす必

要がある。 

＜その他の要件＞ 

①弾性生地ルール 

６１類及び６２類の衣類に弾性糸を使った生地（ＨＳ6002、5806.20）を使用する場合、当該
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生地は域内産の糸を使用する。また、関税分類を決定する構成部分に弾性糸が使用され

る場合には、域内産の糸を使用する。 

②縫糸ルール 

６１類及び６２類の衣類及び６３類の製品に縫糸（ＨＳ５２０４、５４０１、５５０８の縫糸又は 

５４０２の糸を縫糸として使用）を使用する場合、当該縫糸は域内産の縫糸を使用する。 

③絹１００％の着物に関するルール 

着物又は帯に使用する絹１００％の絹織物を域内で製織、裁断・縫製する必要がある。 

※絹織物はＳＳＬで域外調達が例外的に認められているが、着物又は帯に使用する絹 

１００％の織物の域内調達を義務付け。 

④デミニミス（原則、非原産材料が全重量の１０％以下の場合、原産品とみなす。） 

ただし、弾性糸については、域内産を義務付け。 

⑤緊急措置（セーフガード）、関税法令違反に関する税関当局間の協力、監視を規定。 

＜第３章 原産地規則及び原産地手続＞ 

輸入される産品について，関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域

内の原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定める。 

本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。 

（１）ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２か国内の原産地規則の統一（事業者の制度利用負

担の緩和） 

（２）輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続の

円滑化） 

（３）完全累積制度の実現  

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、

原産性を判断する完全累積制度を採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、

ペルー等で完全累積制度を採用している。 
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（４）広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負担の緩和） 

二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由した場合には、当該貨物の原

産性が維持されているか否かについて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰ

Ｐは全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全ての締約国の領域内を移動す

る限りにおいては、貨物の原産性が維持されることになる。 

協定書第３章原産地規則及び原産地手続きの仮訳については下記ＵＲＬを参照 

 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-1.pdf 

附属書３D 品目別原産地規制 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-2.pdf 

（内閣官房ＴＰＰ政策対策本部ＨＰ ＴＰＰの内容より） 
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 日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉  

 

●日・ＥＵ経済連携協定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２０１７年７月：第２４回ＥＵ首脳協議で大枠合意 

２０１７年１２月：首脳交渉官会合（交渉妥結） 
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２０１７年７月「工業製品関税に関する大枠合意結果」の概要  （から抜粋） 
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●日中韓経済連携協定について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年４月：第１２回交渉会合（首席代表会合）（東京） 

 

東アジアの繊維貿易フロー （２０１６年） 
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東アジアの繊維貿易フロー （２０１６年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：繊維産業連名日中韓実務委員会資料） 
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●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 

２月２日から９日までインドネシアのジョグジャカルタにおいて東アジア地域包括的経済連携

協定の第２１回交渉会合が開催された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年５月：第１８回交渉会合（フィリピン） 

２０１７年７月：第１９回交渉会合(インド) 

２０１７年９月：第５回閣僚会議（フィリピン） 

２０１７年１０月：第２０回交渉会合（韓国） 

２０１７年１１月：閣僚会合・首脳会合（フィリピン） 

２０１８年２月：第２１回交渉会合（ジョグジャカルタ） 

 

 
 
１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 
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●日・コロンビア経済連携協定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１６年は事務レベルでの非公式会合を開催 

  
●日・カナダ経済連携協定について 
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●日・トルコ経済連携協定について 

１月３０日から２月１日まで、トルコのアンカラにおいて日・トルコ経済連携協定交渉第８回会合

が開催された。この会合においては，物品貿易，原産地規則，サービス，税関手続・貿易円滑

化，知的財産，競争，投資，衛生植物検疫（ＳＰＳ），貿易に関する技術的障害（ＴＢＴ）等の各分

野について議論が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年９月： 第７回交渉会合（東京） 

２０１８年１月： 第８回交渉会合（トルコ） 
 

●平成３０年４月からの特恵関税制度新基準の実施について 
本誌平成２８年１２月号、２９年１月号に掲載している特恵関税制度の見直しについては、平

成３０年４月より見直し後の基準が適用される。 

１．特恵関税制度の概要  

特恵関税制度は、開発途上国の経済成長を促進させるため、開発途上国の産品に対して、

一般の税率より低い関税率（特恵税率）を適用する制度である。特恵関税制度の対象は１４０      

か国（地域を含む。以下同じ。）であり、これらの国のうち、後発開発途上国（ＬＤＣ）４７か国に 

対しては、特別特恵関税制度として、より低い税率を適用するなどの特別措置を講じている。 

２．特恵適用除外措置の見直し  

我が国の特恵関税制度は、１９７１年（昭和４６年）の導入以降、１０年ごとに４度延長されてき 

たが、従前より適用期間内においても必要に応じて改正を行ってきた。前回の平成２３年度 

の改正から５年が経過した平成２８年度に現行制度の実施・適用状況について調査及び見
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直しを行い、平成２９年度に全面適用除外措置（全面卒業）及び部分適用除外措置（部分卒

業）について新要件の適用除外基準を定めた。新要件での卒業実施時期については、制度

の十分な周知を図るとともに、関係者が必要な対応をとれるよう、全面卒業は平成３１年度、

部分卒業は平成３０年度から適用することとした。  

  また、現行の特恵適用除外措置の基準については告示に定められており、この基準に基づ 

 いて適用除外措置の対象となる国・品目については政令で定められている。しかし、通常の

法体系から順序が逆転していること、新要件の基準に伴い、適用税率に影響を受ける品目

数・輸入額が大きいことに鑑み、平成３０年４月より適用除外基準を政令で定め、対象となる

国・品目を告示することとした。  

（１）全面適用除外措置（全面卒業）  

平成３１年度からは、３年連続して①世界銀行統計の「高所得国（注１）」に該当、又は、②

世界銀行統計の「高中所得国（注１）」に該当し、かつ、世界の総輸出額に占める当該国

の輸出額の割合が１％以上を満たした国については、先進国並みの経済発展を遂げた

国として特恵対象から除外することとしている。なお、平成３０年度については②について

適用せず、１年間の経過措置を設けることとしている。  

（注１）基準となる国民総所得の水準及び該当国は、毎年公表されており、２０１７年におい

ては、２０１５年時点で１人当たり国民総所得が、 

＄１２，４７６以上の国が「高所得国」、 

         ＄４，０３６以上＄１２，４７５以下の国が「高中所得国」、 

     ＄１，０２６以上＄４，０３５以下の国が「低中所得国」、 

         ＄１，０２５以下の国が「低所得国」 とされた。  

 （２）部分適用除外措置（部分卒業）  

平成３０年度からは、前年に①又は②に該当した国について、全面卒業までの経過措置

として、国際競争力の高い産品につき、国・品目を特恵適用対象から除外することとして

いる。その基準は、ある特恵受益国（ＬＤＣを除く。）の物品であって、前々年の「輸入額が

１０億円超」、 かつ、「同一物品の総輸入額に占める割合が２５％超であること」とされてい

る。この基準を満たしたものは特恵関税制度適用の対象から１年間除外される。（次年度

に再度要件を満たせば延長）  

（３）国別・品目別特恵適用除外措置  

開発途上国の産品であっても、国際競争力の高いものは国及び品目を政令で指定して

特恵適用対象から除外することとしている（国別・品目別特恵適用除外措置）。その基準

は、ある特恵受益国（ＬＤＣを除く。）の物品であって、過去３年間の「総計輸入額が４５億

円超」、かつ、 「同一物品の総計輸入額に占める割合が５０％超であること」とされている。

この基準を満たしたものは特恵関税制度適用の対象から３年間除外される。（ただし、特

恵関税制度自体の期限が先に来る場合には、その期限まで除外される。再度要件を満た

せば延長）  
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３．平成３０年度の特恵除外措置の適用  

（１）全面適用除外措置（全面卒業）  

平成２７年から平成２９年までの３年間の世界銀行統計で連続して上記①の基準に該当し

たのは、セーシェル及びアンティグア・バーブーダの２か国であった。  

（２）部分適用除外措置（部分卒業）  

平成２８年において、上記の基準に該当したのは、中国産の農水産品７品目、ブラジル産

の農水産品２品目及び中国産の鉱工業品８６１品目（いずれも輸入統計品目番号（９桁）

ベース）であった。  

（３）国別・品目別特恵適用除外措置の対象の追加  

平成２６年から平成２８年までの３年間で、上記の基準に該当したのは、中国産の農水産

品２品目及び中国産の鉱工業品 49 品目（いずれも輸入統計品目番号（９桁）ベース）で

あった。  

４．改正の方向性  

〇セーシェル及びアンティグア・バーブーダの２か国を特恵関税制度の対象から除外すること

が適当ではないか。  

〇部分適用除外措置に該当した品目については、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

まで特恵税率の適用の対象から除外することが適当ではないか。  

〇国別・品目別特恵適用除外措置基準に該当した品目については、平成３０年４月１日から

平成３３年３月３１日まで特恵税率の適用の対象から除外することが適当ではないか。 
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●特許公開情報 

２０１8 年２月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

 

 

 

 

[特許公開情報] （２０１８年２月公開分） 

＜２月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2018-021290 
株式会社ＩＴＯＩ生活文化

研究所 

和紙糸を用いた生地、これを用いたシュー

ズ、および、これを用いたレザーシューズ 

2 特開 2018-021278 東レ株式会社 凹凸織編物 

3 特開 2018-021275 帝人株式会社 積層布帛および繊維製品 

4 特開 2018-021272 ユニベール株式会社 生地 

5 特開 2018-016935 
サザンミルズ  インコーポ

レイテッド（米国） 

改善された耐表面磨耗性または耐ピリング性

を有する難燃性布地およびそれらを製造する

方法 

6 特開 2018-016930 
アテリエル １３  エスアー

（伊太利）[ 

耐火布、ならびに前記布で作製された、特に

モータースポーツ用の防護服 

7 特開 2018-016923 帝人株式会社 アシストスーツ用衣料 

8 特開 2018-016036 株式会社豊田自動織機 
サンドイッチ構造用の多層織物及びサンドイ

ッチ構造繊維強化複合材 

9 実登 3214693 
株式会社廣瀬商会 

シキボウ株式会社 
パイル織物 

＜１月追加分＞ 

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2018-012899 東洋紡ＳＴＣ株式会社 織物の製造方法 

2 特開 2018-012375 トヨタ紡織株式会社 表皮材 

3 特許 6264703 
パナソニックＩＰマネジメ

ント株式会社 
防護布及び防護服 

4 特開 2018-008402 福井県 

金属／樹脂繊維テープ材織物及びその製造方

法、並びに金属／樹脂繊維テープ材織物積層

材 

5 特開 2018-008261 
ザ・ボーイング・カンパニー

（米国） 
導電繊維を用いた塵軽減システム 



２０１８年(平成３０年)  ３月号 Vol.１８２４             綿スフ織物情報  

 
 
 

 - 31 - 

２ 月 の 行 事 

２月１５～１６日……ビワタカシマ２０１８春夏素材展 東京展（東京・ふくい南青山２９１） 

２月２２～２３日……遠州織物コレクション（東京・文化ファッションインキュベーション） 

 

３月以降の行事 

３月 ２日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（今治タオル産地） 

３月 ７～８日……   播州織総合素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月１２日………… 一般財団法人日本綿スフ機業同交会理事会、綿スフ工連、綿工連正副理

事長（正副会長）会議（大阪・綿業会館） 

３月１５日………… 第１１８回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

３月２３日………… 「平成３０年度綿スフ織物業振興事業助成金事業」に係る外部審査会 

４月 ５～６日……  第６回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

５月 ９～１０日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月１１日………… 綿スフ工連・綿工連理事会（大阪・綿業会館） 

５月２５日………… 綿スフ工連・綿工連通常総会・理事会、 

一般財団法人日本綿スフ機業同交会理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 
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“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 


